
重要事項説明書 

（介護保険 訪問看護・予防訪問看護） 
１．事業所の概要 

事 業 所 名  コトノハ訪問看護リハビリステーション 

所 在 地  
〒239-0807  

横須賀市根岸町三丁目 13番 20号 

事業所指定番号   横須賀市  １４６１９９０３８１号 

管理者 ・ 連絡先 大島 美夏  電話：０４６－８８４－８０７１ 

サービス提供地域 
① 横須賀市内、②三浦市一部(初声、南下浦） 

それ以外要相談 

 

２．事業所の職員体制 

職種 従事するサービス内容等 人員 

管理者 管理者は業務の管理を一元的に行います。 １名(常勤) 

看護師 

 

准看護師 

かかりつけの医師より訪問看護指示書を受けた後、利用者

様の状態に合わせ、必要に応じたサービスを提供します。 

かかりつけの医師より訪問看護指示書を受けた後、利用者

様の状態に合わせ、必要に応じたサービスを提供します。 

５名(常勤) 

５名(非常勤) 

１名(常勤) 

 

理学療法士 状態の安定している方へのリハビリテーションをします。 
5名(常勤) 

 1名(非常勤) 

作業療法士 状態の安定している方へのリハビリテーションをします。 
4名(常勤) 

 2名(非常勤) 

言語聴覚士 
言語障害・嚥下困難等でお困りの方へ 

リハビリテーションをします。 

1名(常勤) 

0名(非常勤) 

事務担当職員 事務業務又は事務職務の連絡等を行います。 
2名(常勤) 

 3名（非常勤） 

 

３．営業日及び営業時間 

営業日 営業時間 

原則として月曜日から金曜日までとする 

但し、国民の祝日及び 12月 30日から 1月 3日までを除く 
午前 9時 00分から午後 5時 30分迄 

 ※電話等により 24時間常時連絡可能な体制とする（緊急時訪問看護加算ご利用者のみ） 

 

４． サービス提供日及び提供時間 

①  サービス提供日    月曜日から日曜日 

②  サービス提供時間   午前 8時 00分から午後 7時 00分までとする 

 

 

 



５．サービス内容 

１）サービス内容は以下のとおりとなります。 

① 病状・障害・全身状態の観察 

② 清拭・洗髪・入浴介助等の清拭の保持、食事及び排泄等日常生活の援助 

③ 褥瘡の予防・処置 

④ ターミナルケア 

⑤ 認知症患者の看護 

⑥ 療養生活や介護方法の教育助言 

⑦ カテーテル等の管理 

⑧ 在宅におけるリハビリテーション 

⑨ 在宅療養を継続するための必要な援助相談 

⑩ その他医師の指示による処置 

 

２）事業者は、次の日程により訪問看護サービスを提供します。 

 曜日 時間帯 内容（概要） 

（１） 曜日 ：   ～   ：  

（２） 曜日 ：   ～   ：  

（３） 曜日 ：   ～   ：  

（４） 曜日 ：   ～   ：  

＊理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問看護はその訪問が看護業務の一環としての 

リハビリテーションを中心としたものである場合に看護職員の代わりにさせる訪問となります。 

＊ご利用者様の状態急変時対応や夜間緊急対応後の代休取得などにより、訪問日時や担当職員 

  に変更が生じることがあります。 

 

６．サービス利用料及び利用者負担   

【介護保険（要介護）対応 訪問看護利用料金表（非課税）】 

 



 

 



 

＊夜間・早朝・深夜加算は緊急時訪問 2回目より加算されます。 

 

【介護保険対象外のサービス実施のご利用料（税込み）】 

算定項目 サービス内容 

エンゼルケア 亡くなられた後の処置と処置材料費込みで 20,000円 

かなえるサポート 

（無償・有償） 

「チャレンジ」・「想い出づくり」・「再獲得」のキーワードに対して、ご利用者様・ 

ご家族様の思いを叶えるサポート実施 ※支援内容は協議のもとで決定 

（有償）1名あたり 1時間 1,000円 

７．サービス利用料試算表（週当たり）  

                                介護保険負担割合  １ ・ ２ ・ ３  割  

 曜日 算定根拠(単価×回数 加算) 基本利用料(10割) 利用者負担金 

(１) 曜日  円 円 

(２) 曜日  円 円 

(３) 曜日  円 円 

(４) 曜日  円 円 

(５) 曜日  円 円 

合 計 円 円 

交通費（サービス地域外のみ）   □不要   □必要  → 円 

総  計 円 

※週当たりの試算表に含まれない料金の有無  無 ・ 有  ＋ 月 1 回       円 ＋加算 

８．当事業所におけるサービス提供方針は次のとおりです。 

１）指定訪問看護の実施にあたっては、かかりつけの医師の指示のもと、対象者の心身の特性を 

  踏まえて、生活の質の確保を重視し、健康管理、全体的な日常動作の維持・回復を図ると 

  ともに、在宅医療を推進し、住み慣れた環境で出来る限り自立したその人らしい暮らしが継続 

  できるように支援する。 

夜間・早朝加算

深夜加算

交通費

キャンセル料

エンゼルケア

その他加算に関して

夜間（18時～22時）・早朝（6時～8時）にサービスを行った場合、基本単位数に25％が加算されます

深夜（22時～6時）の間にサービスを提供する場合、基本単位数に50％が加算されます　

利用料負担額の計算方法

運営基準に定められたその他の費用

亡くなられた後の処置と処置材料費込みで20,000円

サービス利用予定時間まで　無料。　訪問時間迄にご連絡なかった場合　2,000円

但し、利用者様の様態の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合は不要です。

＊サービスの利用を中止する際には、速やかにご連絡をお願いします。

連絡先　TEL　 ０４６-８８４-８０７１

　　単位　×　10.84（4級地）×　利用者負担割合　＝　利用者負担額（小数点以下切り捨て）

　　＊准看護師がサービスを提供する場合は全ての基本単位数×90％になります

通常の実施地域を越えてサービスを提供する場合の交通費は実費を徴収いたします。

自動車又は自動二輪を使用した訪問時の交通費は通常の事業実施地域を越えた

地点から１km当たり20円となります。

介護保険対象外のサービス実施のご利用料（税込み）

夜間・早朝加算

深夜加算

交通費

キャンセル料

エンゼルケア

その他加算に関して

夜間（18時～22時）・早朝（6時～8時）にサービスを行った場合、基本単位数に25％が加算されます

深夜（22時～6時）の間にサービスを提供する場合、基本単位数に50％が加算されます　

利用料負担額の計算方法

運営基準に定められたその他の費用

亡くなられた後の処置と処置材料費込みで20,000円

サービス利用予定時間まで　無料。　訪問時間迄にご連絡なかった場合　2,000円

但し、利用者様の様態の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合は不要です。

＊サービスの利用を中止する際には、速やかにご連絡をお願いします。

連絡先　TEL　 ０４６-８８４-８０７１

　　単位　×　10.84（4級地）×　利用者負担割合　＝　利用者負担額（小数点以下切り捨て）

　　＊准看護師がサービスを提供する場合は全ての基本単位数×90％になります

通常の実施地域を越えてサービスを提供する場合の交通費は実費を徴収いたします。

自動車又は自動二輪を使用した訪問時の交通費は通常の事業実施地域を越えた

地点から１km当たり20円となります。

介護保険対象外のサービス実施のご利用料（税込み）



２）訪問看護の実施にあたっては、関係市町村、地域の医療、保健、福祉サービス機関との  

  密接な連携に努め、協力と理解のもとに適切な運営を図るものとする。 

 

９．緊急時及び事故発生時等における対応方法 

 １） 緊急時の対応方法については、あらかじめかかりつけの医師、利用者と確認し指定（介護予防） 

    訪問看護を開始するものとする 

 ２） 看護職員等は、指定（介護予防）訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急 

    事態が生じたときは、速やかにかかりつけの医師に連絡し、適切な処置を講じるとともに 

    管理者に報告するものとする。 かかりつけの医師と連絡が出来ない場合には、緊急搬送や 

医療機関への連絡を行う等の必要な処置を講じるものとする。 

 ３） 看護職員等は、前項についてしかるべき処置をした場合は、速やかに管理者及びかかりつけ 

     医師に報告するものとする。 

 ４） 看護職員等は、指定（介護予防）訪問看護実施中に、事故が発生した場合は、速やかに当該 

利用者の家族等に連絡するとともに、管理者及び関係居宅介護支援事業所等へ報告を 

行うものとする。 事故により医療機関への受診が必要な場合は関係市町村へ報告する。 

 ５） 指定（介護予防）訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を 

賠償するものとする 

 

10．秘密保持 

事業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密については、利用者又は第三者の生命・ 

身体等に危険がある場合など、正当な理由がある場合を除き、契約中及び契約終了後、第三者に 

漏らすことはありません。 文書により利用者又はその家族の同意を得た場合には、居宅介護支援事業者との連絡

調整その他必要な範囲内で、同意した者の個人情報を用いることが出来るものとします。 

 

１１．相談窓口、苦情対応 

● 当事業所のサービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応致します。 

電話番号 ０４６－８８４－８０７１ 

FAX番号 ０４６－８８４－８０７２ 

窓口担当者  大島 美夏 ・ 森下 洋平 

その他 
相談・苦情については、管理者及び担当者が対応します。 不在の場合でも、 

対応した者が必ず「苦情相談記録表」を作成し、担当者、管理者に引き継ぎます。 

 

●市役所及び神奈川県国民健康保険団体連合会においても苦情申し立て等ができます。 

神奈川県国民健康保険団体連合会 

（国保連） 

所 在 地：横浜市西区楠町２７－１ 

電話番号：０４５－３２９－３４４７ 

対応曜日：月曜日～金曜日 

対応時間：8:30～17:15 

① 横須賀市民生局福祉こども部 

介護保険課 給付係 

所 在 地：横須賀市小川町１１番地 

電話番号：０４６－８２２－８２５３ 

FAX番号：０４６－８２７－８８４５ 



② 三浦市役所 高齢介護課 

所 在 地：三浦市城山町１番地１号 

電話番号：０４６－８８２－１１１１ 

FAX番号：０４６－８８２－１１６０ 

 

１２．運営法人の概要 

名 称  株式会社 コトノハ 

代 表 者 森下 洋平 

所在地・連絡先 
横須賀市根岸町三丁目 13番 20号 

電話：０４６－８８４－８０７１ 

 

【説明確認欄】 重要事項について文書を交付し、説明しました。 

 

     事業者 所在地 〒239-0807 横須賀市根岸町三丁目 13番 20号 

           名 称   コトノハ訪問看護リハビリステーション 

           代表者   森下 洋平                

 

   年   月   日   説明者                   

 

【利用者確認欄】 私は重要事項について説明を受け、同意し、交付を受けました。 

 

   年   月   日   利用者                          

 

 

                    利用者家族                      

 

 

                           法定代理人                       

 

【緊急時訪問看護加算希望欄】 

 

緊急時訪問看護加算の算定に同意する  □  （希望される場合のみチェック下さい） 


